
 
 
 
 
 
 
 
  令和６年２月２８日 
 
  第１回羽島市議会定例会議案 
 

議案要綱 

-1-



目     次 
議第１９号 羽島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について……  ３ 
議第２１号 羽島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介 

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 
する基準等を定める条例の一部を改正する条例について………  ４ 

議第２２号 羽島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基 
準を定める条例の一部を改正する条例について…………………  ５ 

議第２３号 羽島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 
関する基準を定める条例の一部を改正する条例について………  ６ 

議第２４号 羽島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防 
のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部 
を改正する条例について……………………………………………  ８ 

議第２５号 命と暮らしを守る羽島市民の防災減災条例について…………… １０ 

-2-



要綱１ 

議第１９号 

羽島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案要綱 

国民健康保険税の税率等の見直しに伴い、羽島市国民健康保険税条例の一部を改

正するものとする。 

 

１ 国民健康保険税率等の改正 

⑴ 基礎課税額の税率等の改正（第３条、第４条及び第４条の２関係） 

   基礎課税額の所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の税率等を改正し、

所得割７．２％（改正前６．６％）、均等割２７，６００円（改正前２５，８０

０円）及び平等割１９，８００円（改正前１９，５００円）とすることとする。 

⑵ 後期高齢者支援金等課税額の税率等の改正（第５条及び第６条関係） 

   後期高齢者支援金等課税額の所得割及び被保険者均等割の税率等を改正し、

所得割２．６％（改正前２．５％）、均等割１０，０００円（改正前９，６００

円）とすることとする。 

⑶ 介護納付金課税額の税率等の改正（第７条及び第８条関係） 

   介護納付金課税額の所得割及び被保険者均等割の税率等を改正し、所得割２．

３％（改正前２．２％）、均等割１０，９００円（改正前１０，７００円）とす

ることとする。 

⑷ 基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る低所得

者の保険税の減額の改正（第２２条関係） 

   基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る所得割、

被保険者均等割及び基礎課税額に係る世帯別平等割の税率等の改正に伴い、所

得が一定額以下の世帯等に対する被保険者均等割及び世帯別平等割の軽減額を

改正することとする。 

２ その他 

⑴ この改正は、令和６年４月１日から施行することとする。 

⑵ 所要の経過規定を設けることとする。 
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要綱２ 
議第２１号 

羽島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例案要綱 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令（令和６年厚生労働省令第１６号）の公布に伴い、羽島市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正するものとする。 

 

１ 人員に関する事項 

 ⑴ 事業所ごとに１以上の員数の介護支援専門員を置かなければならないことと

する。（第５条関係） 

 ⑵ 常勤かつ主任介護支援専門員である管理者を置かなければならないこととす

る。（第６条関係） 

２ 重要事項の掲示に関する事項（第２４条関係） 

  運営規程の概要等の重要事項について、ウェブサイトに掲載することを義務付

けることとする。 

３ 身体的拘束等に関する事項（第３１条及び第３３条関係） 

  利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記録を

義務付けることとする。 

４ モニタリングに関する事項（第３３条関係） 

利用者の同意を得る等の要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニ

タリングを行うことを可能とすることとする。 

５ その他 

⑴ この改正は、令和６年４月１日から施行することとする。 

⑵ 所要の経過規定を設けることとする。 
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要綱３ 

議第２２号 

羽島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案要綱 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令（令和６年厚生労働省令第１６号）の公布に伴い、羽島市指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正するものとする。 

 

１ 介護支援専門員の取扱件数に関する事項（第５条関係） 

  介護支援専門員の員数の基準は、要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗

じた数を加えた数が４４又はその端数を増すごとに１とすることとする。 

２ 管理者の兼務範囲の明確化に関する事項（第６条関係） 

  管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、

施設等ではなくても差し支えないこととする。 

３ 身体的拘束等に関する事項（第１５条及び第３２条関係） 

  利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記録を

義務付けることとする。 

４ モニタリングに関する事項（第１６条関係） 

利用者の同意を得る等の要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニ

タリングを行うことを可能とすることとする。 

５ 重要事項の掲示に関する事項（第２５条関係） 

  運営規程の概要等の重要事項について、ウェブサイトに掲載することを義務付

けることとする。 

６ その他 

⑴ この改正は、令和６年４月１日から施行することとする。 

⑵ 所要の経過規定を設けることとする。 
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要綱４ 
議第２３号 

羽島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例案要綱 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令（令和６年厚生労働省令第１６号）の公布に伴い、羽島市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するも

のとする。 

 

１ 管理者の兼務範囲の明確化に関する事項（第７条、第４８条、第５９条の４、

第５９条の２４、第６２条、第６６条、第８３条、第１１１条、第１２１条、第

１３１条、第１６６条及び第１９２条関係） 

  管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、

施設等ではなくても差し支えないこととする。 

２ 身体的拘束等に関する事項 

 ⑴ 利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記

録を義務付けることとする。（第２４条、第４２条、第５１条、第５８条、第５

９条の９、第５９条の１９、第５９条の３０、第５９条の３７、第７０条及び

第７９条関係） 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、指針の整備、研修の

実施）を義務付けることとする。（第９２条及び第１９７条関係） 

３ 重要事項の掲示に関する事項（第３４条関係） 

  運営規程の概要等の重要事項について、ウェブサイトに掲載することを義務付

けることとする。 

４ 管理者の兼務に関する事項（第８３条及び第１９２条関係） 

  小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業所の職務との兼務について、兼

務可能な他事業所のサービス類型を限定しないこととする。 

５ 委員会設置に関する事項（第１０６条の２関係） 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策
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を検討するための委員会設置を義務付けることとする。 

６ 医療機関との連携に関する事項 

 ⑴ 協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、協力医療機関を定

めるに当たっての要件を定めることとする。（第１２５条、第１４７条及び第１

７２条関係） 

 ⑵ 緊急時等の対応について、医師及び協力医療機関の協力を得て定めることと

し、１年に１回以上、見直すこととする。（第１６５条の２関係） 

 ⑶ 感染者の診療等を行う医療機関と連携し、新興感染症発症時等の対応を取り

決めるよう努めることとする。（第１２５条、第１４７条及び第１７２条関係） 

７ 人員配置の特例に関する事項（第１３０条関係） 

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる地域

密着型特定施設入居者生活介護の施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合

計数を緩和することとする。 

８ 看護小規模多機能型居宅介護に関する事項（第１９７条関係） 

看護小規模多機能型居宅介護のサービスを明確化することとする。 

９ その他 

⑴ この改正は、令和６年４月１日から施行することとする。 

⑵ 所要の経過規定を設けることとする。 
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要綱５ 
議第２４号 

羽島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案要綱 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令（令和６年厚生労働省令第１６号）の公布に伴い、羽島市指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を

改正するものとする。 

 

１ 管理者の兼務範囲の明確化に関する事項（第６条、第１０条、第４５条、第７

２条及び第７９条関係） 

  管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、

施設等ではなくても差し支えないこととする。 

２ 重要事項の掲示に関する事項（第３２条関係） 

  運営規程の概要等の重要事項について、ウェブサイトに掲載することを義務付

けることとする。 

３ 身体的拘束等に関する事項 

 ⑴ 利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記

録を義務付けることとする。（第４０条及び第４２条関係） 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、指針の整備、研修の

実施）を義務付けることとする。（第５３条関係） 

４ 管理者の兼務に関する事項（第４５条関係） 

  介護予防小規模多機能型居宅介護の管理者について、他の事業所の管理者及び

従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないこととする。 

５ 委員会設置に関する事項（第６３条の２関係） 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会設置を義務付けることとする。 
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６ 医療機関との連携に関する事項（第８３条関係） 

 ⑴ 協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、協力医療機関を定

めるに当たっての要件を定めることとする。 

 ⑵ 感染者の診療等を行う医療機関と連携し、新興感染症発症時等の対応を取り

決めるよう努めることとする。 

７ その他 

⑴ この改正は、令和６年４月１日から施行することとする。 

⑵ 所要の経過規定を設けることとする。 
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要綱６ 

議第２５号 

   命と暮らしを守る羽島市民の防災減災条例案要綱 

過去の災害の教訓等から、市民自らで考えたルールを作ることにより、市民の自助、

共助による被害軽減を図るため、命と暮らしを守る羽島市民の防災減災条例を制定す

るものとする。 

 

１ 目的に関すること（第１条関係） 

  この条例は、市民が主体的に行う防災及び減災活動並びに地域コミュニティにお

ける自発的に行う防災及び減災活動を促すことで、災害が発生したときに一人でも

多くの命を守ることができるまちを実現することを目的として定めることとする。 

２ 定義に関すること（第２条関係） 

  この条例において使用する用語の意義を定めることとする。 

３ 自助に関すること（第３条から第５条まで関係） 

  市民、事業者及び通勤通学者が、防災及び減災に寄与するための自助の取組みを

定めることとする。 

４ 共助に関すること（第６条から第８条まで関係） 

  市民、地域コミュニティ及び事業者が、防災及び減災に寄与するための共助の取

組みを定めることとする。 

５ 公助に関すること（第９条関係） 

  市は、市民の生命、身体及び財産を災害から守るための諸施策を講ずるととも

に、自助及び共助の支援及び促進を図ることとする。 

６ その他 

 この条例は、令和６年４月１日から施行することとする。 
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